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５．永久選挙人名簿関係 
（１）登録日別登録者数一覧表 

登録 

年月日 
男 女 計 

登録 

年月日 
男 女 計 

昭和 

35.12.20 
－ － 73,446 

平成 

元. 9. 2 
46,317 51,770 98,087 

36.12.20 － － 74,563 2. 9. 2 46,404 52,025 98,429 

37.12.20 36,198 40,037 76,235 3. 9. 2 46,889 52,400 99,289 

38.12.20 36,153 40,498 76,651 4. 9. 2 47,407 52,802 100,209 

39.12.20 35,996 40,578 76,574 5. 9. 2 47,935 53,247 101,182 

40.12.20 36,420 41,006 77,426 6. 9. 2 48,210 53,696 101,906 

41. 9.30 36,962 41,469 78,431 7. 9. 2 48,532 54,028 102,560 

42. 9.30 38,161 42,680 80,841 8. 9. 2 48,618 54,173 102,791 

43. 9.20 38,701 43,142 81,843 9. 9. 2 48,733 54,376 103,109 

44. 9.10 40,820 45,351 86,171 10. 6. 2 48,799 54,445 103,244 

45. 9.10 41,280 45,871 87,151 10. 9. 2 48,906 54,560 103,466 

46. 9.10 42,506 47,071 89,577 10.12. 2 48,919 54,627 103,546 

47. 9.10 42,934 47,554 90,488 11. 3. 2 48,897 54,552 103,449 

48. 9.10 43,326 48,023 91,349 11. 6. 2 48,952 54,551 103,503 

49. 9.10 43,627 48,195 91,822 11. 9. 2 48,970 54,530 103,500 

50. 9.10 44,293 48,627 92,920 11.12. 2 48,955 54,558 103,513 

51. 9.10 44,563 48,907 93,470 12. 3. 2 48,923 54,549 103,472 

52. 9.10 45,108 49,428 94,536 12. 6. 2 48,920 54,619 103,539 

53. 9.10 45,177 49,656 94,833 12. 9. 2 48,910 54,545 103,455 

54. 9.10 45,289 49,979 95,268 12.12. 2 48,917 54,581 103,498 

55. 9.10 45,323 50,088 95,411 13. 3. 2 48,905 54,570 103,475 

56. 9. 2 45,421 50,329 95,750 13. 6. 2 48,920 54,563 103,483 

57. 9. 2 45,523 50,505 96,028 13. 9. 2 48,946 54,656 103,602 

58. 9. 2 45,516 50,762 96,278 13.12. 2 48,991 54,705 103,696 

59. 9. 2 45,590 50,842 96,432 14. 3. 2 48,923 54,686 103,609 

60. 9. 2 45,909 51,216 97,125 14. 6. 2 48,920 54,721 103,641 

61. 9. 2 45,811 51,191 97,002 14. 9. 2 48,849 54,682 103,531 

62. 9. 2 45,933 51,354 97,287 14.12. 2 48,794 54,661 103,455 

63. 9. 2 46,006 51,440 97,446 15. 3. 2 48,754 54,645 103,399 
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登録 

年月日 
男 女 計 

登録 

年月日 
男 女 計 

平成 

15. 6. 2 
48,864 54,763 103,627 

平成 

22.12. 2 
48,257 54,283 102,540 

15. 9. 2 48,832 54,740 103,572 23. 3. 2 48,173 54,234 102,407 

15.12. 2 48,824 54,835 103,659 23. 6. 2 48,200 54,250 102,450 

16. 3. 2 48,807 54,806 103,613 23. 9. 2 48,119 54,158 102,277 

16. 6. 2 48,856 54,810 103,666 23.12. 2 48,119 54,131 102,250 

16. 9. 2 48,821 54,733 103,554 24. 3. 2 48,056 54,084 102,140 

16.12. 2 48,827 54,719 103,546 24. 6. 2 48,055 54,005 102,060 

17. 3. 2 48,759 54,706 103,465 24. 9. 2 48,088 53,970 102,058 

17. 6. 2 48,674 54,660 103,334 24.12. 2 48,075 53,915 101,990 

17. 9. 2 48,732 54,670 103,402 25. 3. 2 47,925 53,782 101,707 

17.12. 2 48,727 54,686 103,413 25. 6. 2 47,883 53,744 101,627 

18. 3. 2 48,702 54,652 103,354 25. 9. 2 47,805 53,648 101,453 

18. 6. 2 48,680 54,633 103,313 25.12. 2 47,796 53,539 101,335 

18. 9. 2 48,664 54,672 103,336 26. 3. 2 47,751 53,461 101,212 

18.12. 2 48,726 54,667 103,393 26. 6. 2 47,692 53,392 101,084 

19. 3. 2 48,659 54,653 103,312 26. 9. 2 47,555 53,242 100,797 

19. 6. 2 48,641 54,649 103,290 26.12. 2 47,544 53,167 100,711 

19. 9. 2 48,601 54,634 103,235 27. 3. 2 47,444 53,010 100,454 

19.12. 2 48,620 54,666 103,286 27. 6. 2 47,389 52,936 100,325 

20. 3. 2 48,548 54,614 103,162 27. 9. 2 47,273 52,799 100,072 

20. 6. 2 48,526 54,619 103,145 27.12. 2 47,172 52,774 99,946 

20. 9. 2 48,515 54,649 103,164 28. 3. 2 47,093 52,658 99,751 

20.12. 2 48,545 54,638 103,183 28. 6. 2 47,034 52,611 99,645 

21. 3. 2 48,487 54,591 103,078 28. 9. 2 48,040 53,670 101,710 

21. 6. 2 48,443 54,541 102,984 28.12. 2 47,995 53,631 101,626 

21. 9. 2 48,453 54,523 102,976 29. 3. 2 47,924 53,506 101,430 

21.12. 2 48,460 54,509 102,969 29. 6. 1 47,987 53,483 101,470 

22. 3. 2 48,399 54,472 102,871 29. 9. 1 47,911 53,352 101,263 

22. 6. 2 48,417 54,410 102,827 29.12. 1 47,855 53,277 101,132 

22. 9. 2 48,321 54,323 102,644 30. 3. 1 47,758 53,205 100,963 
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※法改正により、平成１０年度から年４回の登録となった。 

登録 

年月日 
男 女 計 

登録 

年月日 
男 女 計 

平成 

30. 6. 1 
47,694 53,178 100,872     

30. 9. 3 47,628 52,963 100,591     

30.12. 3 47,561 52,905 100,466     

31. 3. 1 47,510 52,776 100,286     

令和 

元. 6. 3 
47,487 52,697 100,184     

元. 9. 2 47,370 52,469 99,839     

元.12. 2 47,378 52,424 99,802     
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（２）投票区別選挙人名簿登録者数一覧表 

令和元年１２月２日現在 

開票区名 投票区名 投票所名 男 女 計 

新居浜市 

1 文化振興会館 1,130 1,228 2,358 

2 みなと保育園 388 440 828 

3 口屋跡記念公民館 929 999 1,928 

4 金子小学校体育館 1,427 1,622 3,049 

5 ＪＡ新居浜市本館ロビー 850 932 1,782 

6 南中学校体育館 2,122 2,296 4,418 

7 金栄小学校体育館 2,118 2,386 4,504 

8 惣開公民館 1,265 1,087 2,352 

9 若宮保育園 692 757 1,449 

10 別子銅山記念図書館 959 1,073 2,032 

11 新居浜小学校体育館 974 1,013 1,987 

12 松の木自治会館 1,020 1,079 2,099 

13 東中学校体育館 1,961 2,214 4,175 

14 高津公民館 2,167 2,410 4,577 

15 浮島小学校体育館 855 980 1,835 

16 垣生公民館 1,858 2,032 3,890 

17 川東支所 1,544 1,741 3,285 

18 神郷小学校体育館 2,417 2,676 5,093 

19 多喜浜公民館 1,145 1,210 2,355 

20 黒島自治会館 154 152 306 

21 川東高齢者福祉センター大島分館 91 85 176 

22 船木小学校体育館 2,796 3,183 5,979 

23 東田保育園 1,135 1,195 2,330 

24 泉川公民館 1,769 1,958 3,727 

25 泉川中学校体育館 1,728 1,921 3,649 

26 新居浜特別支援学校 1,656 1,801 3,457 

27 上部児童センター 1,665 1,904 3,569 

28 高齢者生きがい創造学園 1,187 1,357 2,544 

29 中萩公民館 1,902 2,199 4,101 

30 萩生保育園 1,362 1,545 2,907 

31 大生院公民館 1,578 1,767 3,345 

32 角野中学校体育館 2,555 2,960 5,515 

33 角野小学校体育館 1,490 1,711 3,201 

34 角野新田自治会館 363 381 744 

35 立川自治会館 53 64 117 

36 別子山支所 16 17 33 

37 福祉センター別子山分館 57 49 106 

 47,378 52,424 99,802 



13 

（３）投票区域一覧表                                                  （R元.7.4 現在） 

投票区 投票所名 区域 

1 文化振興会館 若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、宮西町、泉宮町(1 番から 5 番まで)、繁本町 

2 みなと保育園 港町、大江町 

3 口屋跡記念公民館 泉池町、泉宮町(6 番から 9 番まで)、西町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目 

4 金子小学校体育館 一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目 

5 ＪＡ新居浜市本館ロビー 田所町、八雲町(1 番から 5 番まで、7 番から 14 番まで)、庄内町一丁目 

6 南中学校体育館 平形町、八雲町(6 番)、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、城下町 

7 金栄小学校体育館 
高木町、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目、滝の宮町、坂井町一丁目、坂井町二丁目、金子丙(1 番地から 30 番地ま

で) 

8 惣開公民館 星越町、前田町、王子町、河内町、金子丙(第 7 投票区の区域を除く。) 

9 若宮保育園 新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、惣開町、磯浦町、新居浜市乙 618 番地 1 

10 別子銅山記念図書館 西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、北新町、江口町 

11 新居浜小学校体育館 新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、菊本町一丁目、菊本町二丁目 

12 松の木自治会館 清水町、松の木町、沢津町三丁目 

13 東中学校体育館 南小松原町、桜木町、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目(第 18 投票区の区域を除く。)、郷一丁目(1 番、7 番)、郷五丁目(第 18 投票区の区域を除く。) 

14 高津公民館 
沢津町一丁目、沢津町二丁目、高津町、宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、宇高町五丁目(1 番から 9 番まで、12 番、13 番)、田の上四丁目(1 番、2 番 1 号から

16 号まで、42 号から 48 号まで、5 番 9 号から 32 号まで、6 番から 10 番まで)、高田一丁目(1 番、5 番から 7 番まで)、高田二丁目(1 番、2 番、4 番から 6 番まで) 

15 浮島小学校体育館 八幡一丁目(12 番から 21 番まで)、八幡二丁目、八幡三丁目(1 番、7 番、8 番)、宇高町四丁目、宇高町五丁目(10 番、11 番、14 番、15 番)、垣生六丁目(1 番、15 番) 

16 垣生公民館 
八幡一丁目(1 番から 11 番まで)、八幡三丁目(2 番から 6 番まで、9 番、10 番)、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目(2 番から 14

番まで)、田の上四丁目(4 番、11 番、12 番)、長岩町 

17 川東支所 
又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、楠崎一丁目、楠崎二丁目、郷乙、郷、多喜浜一丁目(1 番から 4 番まで)、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目(1 番、2 番、6 番から 9 番ま

で、12 番から 14 番まで)、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、田の上三丁目(4 番、5 番) 

18 神郷小学校体育館 
東雲町三丁目(8 番 1 号から 6 号まで、21 号から 43 号まで、9 番)、高田一丁目(2 番から 4 番まで、8 番)、高田二丁目(3 番)、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目

(1 番から 3 番まで、6 番から 8 番まで)、田の上四丁目(2 番 17 号から 41 号まで、3 番、5 番 1 号から 8 号まで、33 号から 55 号まで)、郷一丁目(1 番、7 番を除く。)、郷二丁

目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目(1 番、2 番 17 号から 35 号まで、3 番から 9 番まで)、落神町、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町 

19 多喜浜公民館 
多喜浜一丁目(5番から10番まで)、多喜浜三丁目(3番から5番まで、10番、11番)、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、

阿島四丁目、阿島、荷内町 

20 黒島自治会館 黒島一丁目、黒島二丁目、黒島 

21 川東高齢者福祉センター大島分館 大島 

22 船木小学校体育館 船木、七宝台町 

23 東田保育園 光明寺一丁目、光明寺二丁目、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、観音原町、国領一丁目 

24 泉川公民館 下泉町一丁目、下泉町二丁目、瀬戸町、寿町、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、星原町(1 番、2 番、4 番)、外山町(1 番、2 番、4 番)、坂井町三丁目 

25 泉川中学校体育館 松木町、松原町、西喜光地町、喜光地町一丁目、星原町(3 番、5 番から 15 番まで)、外山町(3 番、5 番から 18 番まで)、上泉町 

26 新居浜特別支援学校 横水町、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目 

27 上部児童センター 土橋二丁目(1 番から 10 番まで、13 番、14 番)、中萩町、中村一丁目、中村二丁目(16 番を除く。)、中村三丁目(1 番、2 番を除く。) 

28 高齢者生きがい創造学園 中村四丁目(1 番、2 番、10 番から 14 番までを除く。)、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、御蔵町 

29 中萩公民館 萩生の内馬渕、萩生東、萩生西、治良丸及び大永山の内出口、小味地 

30 萩生保育園 萩生の内旦の上、岸の下 

31 大生院公民館 大生院 

32 角野中学校体育館 
喜光地町二丁目、西泉町、西連寺町一丁目、宮原町、中西町(1 番から 8 番まで)、中筋町一丁目(1 番から 8 番まで)、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町

四丁目、吉岡町、土橋二丁目(11 番、12 番、15 番から 17 番まで) 

33 角野小学校体育館 
篠場町、山田町、西連寺町二丁目、山根町、中西町(9 番から 16 番まで)、中筋町一丁目(9 番から 17 番まで)、中筋町二丁目、中村二丁目(16 番)、中村三丁目(1 番、2 番)、

中村四丁目(1 番、2 番、10 番から 14 番まで) 

34 角野新田自治会館 角野新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、種子川町、角野、種子川山 

35 立川自治会館 立川町、大永山(第 29 投票区の区域を除く。) 

36 別子山支所 別子山甲(400 番地から 626 番地まで)、別子山乙(289 番地、298 番地、497 番地から 694 番地まで) 

37 福祉センター別子山分館 別子山(第 36 投票区の区域を除く。) 

 


